
ケアプラン(生活援助中
心型）の届出への
ご協力について

平成30年10月より、 「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問
介護(生活援助中心型）」で規定する回数以上をケアプランに位
置付ける場合には、ケアマネジャーがそのケアプランを区に届け
出ることが義務化されましたので、ご協力をお願いします。

ご協力を
お願いして
います

訪問介護の回数が一定回数以上と
なったことをもって、サービスの利用制限を
行うものではありません。

お問い合わせ 豊島区高齢者福祉課
基幹型センターグループ

03-4566-2431
03-3980-5040

TEL

FAX

利用者の自立支援・重度化防止や地域
資源の有効活用等の観点から、そのケアプ
ランについて地域ケア会議等により検討を
行い、より良いサービスを提供をすることを
目的とするものです。

ケアプラン届出の目的

区への届出が必要となる
回数※（1か月あたり）

要介護１ ２７回

要介護２ ３４回

要介護３ ４３回

要介護４ ３８回

要介護５ ３１回

※「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」
（平成30年厚生労働省告示第218号）


